
助産師の就業状況と活用について 

厚生労働省医政局看護課 

資料３ 



助産師就業場所別就業者数の推移 （第１回資料の再掲） 
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医政局看護課調べ 

○就業助産師数は増加しており、診療所においては2倍以上就業者が増加している。 
○就業場所は、約62％が病院、約26％が診療所となっている。 
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（2002年） 

病 院, 

603,914人 , 
52% 

診療所, 

536,280人 , 
47% 

助産所, 

11,407人 , 
1% 

その他, 

2,254人 , 0% 
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出生数 

1,153,855人 

出生場所別出生者数（2002年、2013年）（第１回資料の再掲） 

病 院, 

548,744人, 
53% 

診療所, 

471,419人,  
46% 

助産所, 

7,959人, 1% 

自宅, 

 1,353人, 0% 
その他, 

 341人, 0% 

（2013年） 

出生数 

1,029,816人 
    人口動態調査より 

出生場所は、病院が53％、診療所が46％となっており、傾向は2002年と変わりない。 



２００６（平成１８）年 医療法改正 

助産所の開設者は、嘱託する医師及び病院
又は診療所を定めることが義務化される 

１９４８（昭和２３）年  医療法公布 

助産所は嘱託医師を定めることが義
務化される 
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人口動態統計より 

1950年（昭和25年）は出生場所のほとんどが自宅・その他であったが、現在では
医療機関がほとんどである。 

出生場所別の推移 
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分娩実施件数階級別の病院数（2011年） 

ｎ＝1075 
（分娩を取り扱っている病院） 

医療施設調査（静態）より 
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医療施設調査（静態）より 

ｎ＝1047 
（９月に分娩件数が１件以上の病院） 

9月中の分娩実施件数階級別 

分娩担当助産師数（常勤換算）
の人数階級 

○分娩件数が多い病院は、助産師数が多い。 
○分娩件数が多い病院でも、助産師がいない病院もある。 

分娩を取り扱っている病院における助産師数（2011年）① 

病院数 
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1～29 25 13 37 33 39 57 70  51  31 22 11 11 15 0 0 0 415  

30～59 14 1 10 12 18 23 20  34  38 45 29 25 99 3 0 0 371 

60～89 3 1 0 6 9 8 5  4  4 12 11 10 66 10 2 0 151 

90～119 6 0 1 0 2 1 1  1  3 2 3 2 22 6 1 0 51 

120～ 1 0 0 0 2 1 3  4  3 2 0 2 12 6 1 2 39 

分娩を取り扱っている病院における助産師数（2011年）② 

医療施設調査（静態）より 

 助産師数 
 （常勤換算） 

 分娩件数 
 （9月中） 

 総計 
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分娩実施件数階級別の診療所数（2011年） 

ｎ＝1501 
（分娩を取り扱っている診療所） 

医療施設調査（静態）より 

診療所数 
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分娩実施 
件数 
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分娩担当助産師数（常勤換算）
の人数階級 

9月中の分娩実施件数階級別 

医療施設調査（静態）より 

分娩件数が多い診療所でも、助産師がいない診療所がある。 

分娩を取り扱っている診療所における助産師数（2011年）① 

診療所数 

ｎ＝1321 
（９月に分娩件数が１件以上の診療所） 
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1～29 67 192 205 98 49 11  4  1 0 0 0 0 0 0 0 0 627 

30～59 15 54 90 101 74 54  20   5  6 2 0 0 0 0 0 0 421 

60～89 1 6 10 12 20 17  18   5  3 3 0 1 1 0 0 0 97 
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分娩を取り扱っている診療所における助産師数（2011年）② 

 総計 

 助産師数 
 （常勤換算） 

 分娩件数 
 （9月中） 

医療施設調査（静態）より 
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2014年 2006年 

助産師として就業 33,956 
（70.6％） 

27,352 
（69.0％） 

保健師として就業 3,682  
（  7.7％） 

3,791 
（  9.5％） 

看護師として就業 10,455 
（21.7％） 

8,472 
（21.3％） 

計 48,093 
（100.0%） 

39,615 
（100.0%） 

    衛生行政報告例より 

助産師免許を保有し、就業している者のうち、助産師として就業している者は
70.6％であり、約30％は看護師もしくは保健師として就業している。 

助産師免許を保有し、就業している者の就業状況 
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  衛生行政報告例より 
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2004年と比べるとそれぞれの年齢階級で就業助産師数は増加しており、特に35
歳以上64歳未満は2004年に比べて増加率が高い。 

年齢階級別就業助産師数（2004・2014年） 
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• 医療法第２条 

 この法律において、「助産所」とは、助産師が公衆又は特定多数人のためその
業務（病院又は診療所において行うものを除く。）を行う場所をいう。 

２ 助産所は、妊婦、産婦又はじょく婦10人以上の入所施設を有してはならな
い。 

 
• 医療法施行規則第１５の２ 

 分娩を取り扱う助産所の開設者は、分娩時等の異常に対応するため、（中略）
病院又は診療所において産科又は産婦人科を担当する医師を嘱託医師として
定めておかなければならない。 

２ （略） 

３ 助産所の開設者は、嘱託医師による第１項の対応が困難な場合のため、診
療科名中に産科又は産婦人科及び小児科を有し、かつ、新生児への診療を行
うことができる病院又は診療所（中略）を嘱託する病院又は診療所として定めて
おかなければならない。 

 
※出張のみで分娩を取り扱う助産師については、嘱託医師及び嘱託医療機関を定めることは義務
づけられていない。 

助産所の定義（第１回資料の再掲） 
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＜推進の目的＞ 
 妊婦の多様なニーズに応え、地域における安全・安心・
快適なお産の場を確保するとともに、産科病院・産科診
療所において助産師を積極的に活用し、正常産を助産師
が担うことで産科医師の負担を軽減する。 

＜背景＞ 
・医師不足・分娩施設の減少への対応 

・妊産婦の妊娠・出産・育児に対する 

多様なニーズ 
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院内助産所・助産師外来の推進について（第１回資料の再掲） 

平成19年12月28日付け医政局長通知「医師及び医療関係職と事務職員等との

間等での役割分担の推進について」 

 医師で無くても対応可能な業務を医師が行っていることが病院勤務医の厳

しい勤務環境の一因。 

 このため、医師でなくても対応可能な業務例を下記のとおり整理。 

 助産師 

① 正常分娩における助産師の活用 

② 妊産婦健診や相談における助産師の活用 

③ 病院内で医師・助産師が連携する仕組みの導入（院内助産所・助産師外来） 

平成22年3月23日「チーム医療の推進に関する検討
会」報告書 
 

 助産師 

 

 周産期医療の場面において、過重労働等による
産科医不足が指摘される一方で、助産師は、正
常分娩であれば自ら責任を持って助産を行うこ
とができることから、産科医との連携・協力・役割
分担を進めつつ、その専門性をさらに活用する
ことが期待される。  

「院内助産所」（2011年 160カ所）とは 
緊急時の対応が可能な医療機関において、助産師が妊産褥婦やその家族の意向を尊重しながら、妊
娠から産褥１ヶ月まで、正常異常の判断を行い、助産ケアを提供するシステム。 
※医療法における「助産所」には該当しない。 

 

「助産師外来」 （2011年 894カ所）とは 
助産師が医師と役割を分担しながら、自立して妊産褥婦やその家族の意向を尊重しながら、健康診査
や保健指導を行うこと。（医師が健康診査を行い、保健指導・母乳外来等をのみを助産師が行う場合は
これに含まない） 



2011年 

院内助産所     160 
病院 （110） 

一般診療所 （50） 
助産師外来     894 

病院 （495） 
一般診療所 （399） 

出典：医療施設調査（静態）、3年毎に実施 
助産師外来の病院、一般診療所のデータは再掲 

院内助産所・助産師外来の開設状況（病院・診療所別） 
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医療施設調査（静態）より 

17 



分娩件数別 院内助産所・助産師外来の開設状況（2011年） 
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医療施設調査（静態）より 
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厚生労働省は、平成20年度から院内助産所・助産師外来開設のための施設整備
や助産師等研修事業を開始しており、 

院内助産ガイドライン 
医師と助産師の役割分担と協働 

 
分担研究者：中林正雄 

（社会福祉法人恩賜財団母子愛育会愛育病院 院長） 

助産所業務ガイドラインの見直し検討 
 
 

分担研究者：近藤潤子 
（公益社団法人日本助産師会会長） 

医師と助産師が協働して産科医療に携わる院内助産システムを安全で有用に実
施していくためには、お互いが理解し合える共通のガイドラインが必要であるた
め、「院内助産ガイドライン」の作成及び「助産所業務ガイドライン」の改訂を実施。 

日本産婦人科学会の示す「産婦人科診療ガイド
ライン」を参考に、病院・診療所に勤務する助産
師が院内助産をどのように進めていくかについ
て、「院内助産ガイドライン」で提示した。また、
助産師の行う助産ケアについては、先行研究及
び日本助産師会の提示している助産所業務ガ
イドラインを参考に作成した。 

開業助産師、産科医師及び小児科医師に対し、助産
所業務ガイドラインの使用状況等の実態調査、公開
フォーラムと検討会議の開催を実施し、意見の聴取を
行い「助産所業務ガイドライン2009年改訂版」としてま
とめた。 

助産師と産科医の協働の推進に関する研究（平成20年度） 
（主任研究者 ： 池ノ上 克   宮崎大学医学部生殖発達医学講座産婦人科学分野 教授）） 
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助産師の活用に向けた今後の方向性 

妊娠・出産・育児の 
切れ目ない 

助産師のケアの提供 

全ての妊産婦に助産師のケアを 

助産師の就業場所
の偏在の是正 

正常妊娠・正常分娩
における 

助産師の活用 


